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介護予防・日常生活支援総合事業

平成29年
4月から

平成29年 4月から

介護予防・日常生活支援総合事業が始まります
問い合わせ先　駅南庁舎地域包括ケア推進課   0857-20-3449  0857-20-3404

　全国一律の基準による介護予防サービスのうち、要支援 1・2 の人が利用している介護予防訪問介護（ホー
ムヘルプ）と介護予防通所介護（デイサービス）は、平成 29 年 4 月から本市が実施する介護予防・日常生
活支援総合事業（総合事業）に移行します。

総合事業がはじまると・・・
①予防給付の「訪問介護」「通所介護」は、サービス内容が同

等の総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」に
変わります。

②総合事業の訪問型サービスや通所型サービスのみを利用す
る場合は、要介護・要支援認定を受けなくても、基本チェ
ックリスト（運動機能や認知機能の状態を確認する質問票）
の判定を受けることで、簡便・迅速に利用できるようにな
ります。

③本市は、地域の誰もが参加できる、身近な場所でのサロン
や運動教室など、住民同士の支え合いや介護予防活動によ
る福祉のまちづくりを一層推進します。

サービス利用などの相談は
地域包括支援センターへ

　地域包括支援センターは、高齢者やその家
族のための総合相談窓口です。総合事業の相
談をはじめ、日々の生活
や介護についての心配
事など、
お 気 軽
に ご 相
談 く だ
さい。
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介護給付
●訪問介護
●通所介護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与　など

予防給付
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●福祉用具貸与

など

介護給付
●訪問介護　●通所介護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与　など
※要介護１～５の人のサービスは今までと変わりません。

予防給付
●訪問看護　●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与　など
※訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与
などのサービスを利用する場合は、引き続き要支援
認定が必要です。

介護予防事業

●介護予防講座・講演会
●運動教室
（おたっしゃ教室など）

●介護支援ボランティア
●ふれあいサロン　　など

介護予防・生活支援サービス事業
●訪問型サービス
●通所型サービス
※事業対象者は、
基本チェックリストの判定により確認します。

一般介護予防事業
●介護予防講座・講演会
●運動教室（おたっしゃ教室など）
●介護支援ボランティア
●ふれあいサロン　など

●訪問介護・通所介護のみ
※現在、予防給付（訪問介
護・通所介護）をご利用
の人は、認定更新後から
の移行になります。

要支援の人または基
本チェックリストに
よる事業対象者
（65歳以上）

い ま ま で
こ れ か ら
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参加してみませんか？
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湖山池アダプトプログラム
　湖山池アダプトプログラム実行委員会を平
成 25 年 8 月 6 日に設置し、登録団体の加盟
促進を図るため、本市公式ホームページでの
募集案内を掲載するとともに、直接企業・団
体に出向き勧誘を行っています。
　現在、21 団体が湖山池湖岸の各エリアを
受け持ち清掃活動を行っています。
支援内容
・環境保全活動に必要な物品などの貸与また

は支給 
・活動区域表示板の設置
活動者
　企業・団体など
活動者の役割
・活動区域内の散乱ごみの収集 
・不法投棄情報の提供
問 本庁舎生活環境課

 0857-20-3216  0857-20-3045 
 kankyo@city.tottori.lg.jp

問い合わせ先　本庁舎協働推進課  0857-20-3182  0857-21-1594

鳥取市道路アダプト
　市民ボランティアと行政が相互に協力して
保全や美化などの道路愛護活動を行い、主に
美化清掃、緑化、補修、損傷情報の通報活動
などを通じて、安全・安心・快適な道路環境
づくりを進めています。
支援内容
・活動の広報、表示板設置（アダプトサイン）
・資機材の支給、貸与
・活動によって生じたごみの収集処理
・緑化や補修活動のアドバイザー紹介
活動者
　５人以上の団体、自治会、市域住民団体、学
校、ＮＰＯ法人、企業およびその従業員団体
活動者の役割
　道路愛護活動の実施
問 本庁舎道路課

 0857-20-3261  0857-20-3048 
 douro@city.tottori.lg.jp


